
（別紙）

入札参加停止措置について

入札参加停止措置要領第３条第１項に基づく別表 該当条項

1

株式会社魚国総本社　名古屋
本部
本部長　広瀬　啓二

刈谷市東新町５－１１８

福山市内の施設において、食中毒を発生さ
せたことが食品衛生法第６条第３号に違反
した行為であるとして、令和７年１２月１２日
に福山市保健所から営業禁止処分を受け
たため。

（建設業法その他の業務関連法令違反行為）
11　建設業法その他の業務に関連する法令に違反し、行政
処分を受けたとき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行政処分を知った日から
　⑴　本市契約に関するもの　　　２か月以上６か月以内
　⑵　⑴以外のもの　 　　　　　　　１か月以上６か月以内

【豊橋市工事請負契約等に係る入札参加停止措置要領別
表運用基準】
（別表第１０項及び第１１項関係）
第５条　別表第１０項及び第１１項に規定する「その他の業務
に関連する法令」とは、①建築基準法、②労働基準法、③労
働安全衛生法、④道路交通法、⑤道路運送車両法、⑥測量
法、⑦廃棄物の処理及び清掃に関する法律、⑧食品衛生
法、⑨騒音規制法、⑩河川法、⑪砂利採取法、⑫都市計画
法、⑬大気汚染防止法等が該当するものとする。

要領別表
第１１項
第２号

運用基準
第５条⑧

１か月

令和８年１月２３日～
令和８年２月２２日

物品の買入れ・委託業務等
（給食）

登録業種No. 対象業者 事案の内容及び入札参加停止の理由
入札参加停止の根拠

入札参加停止期間


